
 

 

静岡市教育委員会規則第２号 

 静岡市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  令和４年３月15日 

 

                     静岡市教育委員会 

                     教育長  赤堀 文宣 

 

   静岡市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則 

 静岡市立小・中学校管理規則（平成19年静岡市教育委員会規則第１号）の一部を次のように

改正する。 

 第57条の２の表中 

「 

静岡市立大川中学校  を                                                           

                                        」 

「 

静岡市立大川中学校  

に                                                           静岡市立清水両河内小学校 

静岡市立清水両河内中学校 

静岡市立両河内小中学校 

                                        」 

改める。 

   附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 


